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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社企業グループは、コンプライアンスとリスクマネジメントの重要性を認識し、収益の極大化と併せて株主の皆様をはじめ、すべてのステークホ
ルダーとの信頼関係にお応えするため、コーポレートガバナンス体制の確立を最も重要な経営課題として、整備・拡充に努めております。　

　さらに、株主の皆様をはじめ各ステークホルダーに対して、積極的な情報開示をすることにより、経営内容の透明性を高め、長期的な信頼関係を
構築していく考えであります。　

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　2025年10月開催の取締役会におきまして、以下に記載する方針より検証を行い、政策保有に該当する上場株式（以下「政策保有株式」という）を
売却することを判断いたしました。

　その結果2026年２月にその売却が全て完了いたしましたため、当社は政策保有株式を保有しておりません。

（１）保有に関する方針

　　 当社は原則として政策保有株式を保有しないこととしております。ただし、当社との協業や業務提携など、事業上の関係において必要と

　　 判断した場合は、例外的に保有する方針であります。

　　 保有した個別の政策保有株式については、毎年取締役会において、保有目的の必要性及び適正性、取引状況ならびに政策保有株式

　　 から得られるリターンを検証するなど、資本コストの観点から総合的に検証を行います。

（２）議決権行使基準

　　 政策保有株式の発行会社（以下「政策保有先」という）の経営状況等を勘案し、政策保有先及び当社の中長期的な企業価値向上の

　　 観点から、議案ごとの賛否を総合的に勘案し、議決権を行使いたします。

　　 政策保有先の業績等の長期低迷、組織再編もしくは重大なコンプライアンス違反等の発生により、議決権の行使にあたり特別な注意を

　　 要する場合には、政策保有先との対話を含む様々な方法により、十分な情報を収集のうえ、議案に対する賛否を検討して、

　　 取締役会にて審議いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、会社法で定められた手続きを順守するとともに、以下に定める「関連当事者間取引ルール」に則り対応いたします。

「関連当事者間取引ルール」

　当社は、当社と取締役、監査役または主要株主等との間で取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益
を害することのないよう、公正かつ適正に行うものとし、法令及び社内の規則に基づき事前に取締役会の承認を得たうえで、当該取引の終了後に
はその実績を取締役会に報告するものとする。

【補充原則２－４－１．企業の中核人材における多様性の確保】

　当社企業グループの全従業員のうち、８割強が海外関連会社の従業員である当社は、一人ひとりの個性を尊重するとともに性別や国籍に関係
なく、国際性を持ち備えた能力・実績を重視する人物本位の人材登用を行っております。

　採用方法及び管理職登用についても、新卒・キャリア入社、性別、国籍関係なく、当社の人事評価制度に基づき能力・成果に応じて登用しており
ます。

　女性の管理職登用については、管理職比率を2030年までに15％とする目標を掲げており、直近事業年度における当社の実績は15％でありま
す。今後も、さらなる教育育成計画のもと登用していく方針であります。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　 当社は従業員の安定的な資産形成のため、規約型確定給付企業年金ならびに企業型確定拠出年金制度を導入しています。

当社はスチュワードシップコードの受け入れを表明している資産管理運用機関に企業年金を委託しております。

企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成だけでなく、当社の財政状況に影響を与える場合もあることを踏まえ、運用にあたる適切
な能力を有する社内担当部門が、運用機関から運用方針やスチュワードシップ活動への取組などを定期的に報告を受けるなど、モニタリングを実
施しております。

【原則３－１．情報開示の充実】

（１）当社は、企業理念や経営基本方針、中期的な経営に関する考え方を当社ホームページで開示しておりますので、ご参照ください。

　　 URL https://www.pegasus.co.jp

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は本報告書の「Ⅰ．１．基本的な考え方」に記載のとおりです。

　　 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を含めた総合　



　　 的な観点から必要な対応をおこない、前記の基本的な考え方に基づく当社のコーポレートガバナンス体制について、当社を取り巻く環境の変

　　 化に応じ適切に整備していくことをコーポレートガバナンスに関する基本方針としております。

（３）取締役及び執行役員の報酬等の決定に関する方針を本報告書の「Ⅱ．１．機関構成・組織運営等に係る事項　【取締役報酬関係】

　　 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」及び有価証券報告書に記載しております。

（４）取締役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しており、

　　 当社のペガサスマインドを理解・実践し、将来に亘る持続的成長に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えており、

　　 独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計４名で構成される「指名・報酬委員会」にて審議を経たのち、

　　 取締役会に上程、決定しております。

　　 また、監査役候補者の指名にあたっては、「指名・報酬委員会」にて審議を経たのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、

　　 決定しております。

（５）取締役・監査役候補の指名理由及び取締役の解任理由については、「定時株主総会招集ご通知」において開示しております。

【補充原則３－１－３．サステナビリティについての取り組み等】

　当社企業グループは「人と技術を通じて、よりよい製品・サービス・品質の提供に取り組み、社会の発展に貢献すること。」を企業理念に掲げ、社
員一人ひとりの成長と活躍を支える環境を整えながら、様々な事業活動を通じて社会の発展に寄与することを目指しております。 サステナビリティ

への取り組みに関しては、リスク及び機会を踏まえ、重要度の高い課題の中から特に優先して取り組むべきサステナビリティ領域をマテリアリティ
として８項目※特定し、持続的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指しております。

※マテリアリティ

・廃棄ロス（衣類ロス等）削減への貢献

・CO２排出量の削減

・働きがいのある職場環境の実現

・人的資本の拡充

・技術革新への貢献

・快適な着心地と安全性の追求

・持続可能なサプライチェーンマネジメントの実現

・ガバナンス体制の強化

　なお、サステナビリティに関する推進体制及び具体的な取組内容については、有価証券報告書（第２【事業の状況】２【サステナビリティに関する
考え方及び取組】）に記載しております。

　人的資本への投資に関しては、新卒採用による将来を担う人材の計画的な確保に努めるとともに、専門性や実務経験を有する人材のキャリア
採用に積極的に取り組み、組織力の強化を図っております。加えて、階層別研修や若手社員向け研修による能力開発の機会を設け、早い段階か
ら自律的なキャリア形成を意識できるよう取り組んでおります。さらに、必要に応じて海外での研修や実務経験の機会を設け、グローバルに活躍
できる人材の育成にも取り組んでおります。

　知的財産権への投資については、当社の主力事業である工業用ミシンにおいて当社製品や開発成果の特許を保護するために申請・取得に努
めております。近年は縫製の自動化やデジタル・ネットワーク化のための技術に対して市場のニーズが高まっており、これらの技術に関する開発

成果についての特許申請・取得を継続的に進めております。また、当社のハウスマークが当社ミシン製品のブランドマークとして広く周知されてい
ることから、当該ハウスマークを世界の80を超える国や地域で商標登録しており、現在も計画的に申請を進めて登録国を拡大しております。

【補充原則４－１－１．取締役会の役割・責務（１）】

　当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議、各事業分野の最高執行責

任者・執行役員を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っております。

　その概要については、以下のとおりです。

当社では、次の事項は取締役会の決議を経るものとしております。

（１）会社法及び他の法令に規定された事項

（２）定款に規定された事項

（３）株主総会の決議により委任された事項

（４）その他経営上の重要な事項

また、次の事項は取締役会に報告するものとしております。

（１）業務の執行の状況、その他会社法及び他の法令に規定された事項

（２）その他取締役会が必要と認めた事項　

　経営会議は、代表取締役社長が議長となり、各事業本部の最高執行責任者及び社長が指名した執行役員等で構成され、取締役会で決定され
た方針の具体化や複数の事業分野にまたがる課題の対策を協議しております。

　経営会議の結果は、取締役・監査役を始め必要に応じ社内に報告され、現場の具体的な課題・問題の対応にあたる仕組みとしております。　

　最高執行責任者には、「アパレルマシナリー事業本部」「オートモーティヴ事業本部」「管理本部」の各事業分野における担当本部長が選任され、
取締役会や経営会議で決定された事業計画に基づき、各事業分野内における施策の決定や業務遂行を行っております。

　執行役員は、各事業分野内に置かれる統括部門の責任者として配置され、上位組織で決定された事項に基づき、統括部門における業務遂行

の実施責任を負っています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　 当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」の概要については、本報告書の「Ⅱ　【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」におい

て、記載しておりますので、ご参照下さい。

【原則４－１０－１．委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】

　当社は、取締役等の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、

「指名・報酬委員会」を設置しております。

　当委員会は、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計４名で構成され、



取締役会に助言・提言を行っております。

　また、委員長は社外取締役から選定することとしております。

【補充原則４－１１－１．取締役会の全体としての能力・多様性の考え方】

　当社取締役会の体制は、的確かつ迅速な意思決定及び適材適所の観点から総合的に検討し、当社の企業理念を理解・実践し、持続的成長に
貢献できる人材を基本とし、当社組織体制に応じた人数や専門分野のバランス及び多様性を考慮して決定しております。

　当社役員の有するスキル等のマトリックスについては、本報告書の別紙に記載しております。

【補充原則４－１１－２．取締役・監査役の兼任状況】

　当社取締役、常勤監査役、社外取締役及び社外監査役の、ほかの上場会社の役員との兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及び
コーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。

【補充原則４－１１－３．取締役会の実効性自己評価】

　当社は、全ての取締役会出席メンバーを対象に、取締役会の運営に関するアンケートを実施しており、その結果を取締役会に報告しておりま

す。今年度は、５段階評価に加えて、新たに自由記述欄を設けて調査を実施し、取締役会の実効性を分析・評価いたしました。

　主な評価項目は以下のとおりです。

・取締役会の構成と運営

・経営戦略と事業戦略

・資本コストや株価を意識した経営

・企業倫理・リスク管理

・株主等との対話　等

その結果、取締役会の開催頻度やスケジュール調整、業務執行のモニタリング機能等については概ね高い評価が得られており、取締役会は全体
として適切に機能していると認識しております。一方で、今年度は評価項目の大幅な見直しを行ったことにより、従来十分に把握されていなかった
課題がより明確化されました。今後の課題としては、経営戦略・事業戦略に関する議論の更なる深化、資本コストや株価を意識した経営に関する
議論・情報提供の充実、ならびに役員トレーニングの充実等が挙げられております。また、議案構成の見直し、事前資料の提供時期等、取締役会
運営面における改善余地も確認されました。今回識別した課題について、十分な検討を重ね、取締役会の実効性向上に向けた改善に努めてまい
ります。

【補充原則４－１４－２．取締役・監査役のトレーニング】

　当社では取締役・監査役の全員を対象として、コーポレートガバナンス、企業倫理、危機対応及び組織マネジメント等をテーマとした研修や活動

の機会を適宜設定しております。

　また、新任取締役・監査役の就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得すべく、総務部・経営企画部等による説明会
等を実施しております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、中長期的な企業価値の向上及び持続的な成長のために、株主との建設的な対話が重要と認識しており、次の方針に基づき努めてお
ります。

（１）管理本部の傘下である経営企画部がＩＲを統括しており、管理本部を担当する役員が株主との対話全般を統括しております。

　　 また、株主との対話を補助するため、財務経理関係部署ならびに販売・製造関係部署と協力し、資料作成及び必要な情報の共有など、

　　 積極的に連携を図っております。

（２）投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材ならびにアナリスト・機関投資家向けに決算説明会の開催もしくは

　　 決算説明会資料の開示を適宜行うなど、当社に対する理解を深める機会を提供しております。

（３）ＩＲの結果については、取締役及び監査役へ適宜フィードバックを行い、情報共有を図っております。

（４）内部情報の管理を規制したインサイダー管理規程を制定し、インサイダー情報の管理を行っております。

　　 また、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するために、決算発表前の一定期間をサイレント期間として投資家等との対話は

　　 自粛しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年1月30日

該当項目に関する説明

　2024年５月20日に、中期経営計画（2025年３月期から2027年３月期まで）を公表し、株主資本コストの設定を行いました。

　2026年１月30日に、昨今の世間的な長期金利等の上昇を勘案し、改めて現状分析・評価を行い、次のとおり株主資本コストの再設定を行うととも
に、改善に向けた方針を一部追加いたしました。

１.株主資本コストの再設定

［2024年５月20日時点］当社が認識する株主資本コスト：約7.0％

［2026年１月30日時点］当社が認識する株主資本コスト：約9.0％

※ＣＡＰＭによる株主資本コストの推計

２.BSマネジメント方針の導入

・ROE向上のため、リターンの最大化とともに投下資本の最小化を追求した最適なBSの姿を目指す

・従来の配当性向による配当に代えて、BSマネジメントに基づき配当額を決定



　詳細については、以下の当社ホームページよりご参照ください。

　HOME＞IR情報＞資本コストや株価を意識した経営

2024年５月20日「中期経営計画の策定ならびに 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせ」

https://www.pegasus.co.jp/ja/ir/pdf/coc_20240520.pdf

2026年１月30日「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（アップデート）」

https://www.pegasus.co.jp/ja/ir/pdf/coc_20260130.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

立花証券株式会社 3,728,200 15.57

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,738,700 7.26

株式会社美馬 1,553,400 6.49

板東　敬三 741,800 3.10

吉田　隆子 709,900 2.97

美馬　成望 649,300 2.71

美馬　正道 478,500 2.00

トリリオン投資事業有限責任組合 460,200 1.92

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 416,900 1.74

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ Ｕ．Ｓ． ＴＡＸ ＥＸＥＭＰＴＥＤ ＰＥＮＳＩＯＮ ＦＵＮＤＳ ＳＥ

Ｃ ＬＥＮＤＩＮＧ
408,700 1.71

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．【大株主の状況】につきましては、2026年３月末での情報を記載しております。

２．2025年５月９日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、

　　ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2025年４月30日現在で

　　以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行を除き、

　　当社として直近事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

　　株式会社三井住友銀行　保有株券等の数　581千株　　株券等保有割合　2.34％

３．2025年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、

　　株式会社ポートフォリアが2025年11月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、

　　当社として直近事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

　　株式会社ポートフォリア　保有株券等の数　752千株　　株券等保有割合　3.03％

４．2026年３月２日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、

　　Be Brave株式会社が2026年２月20日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、

　　当社として直近事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　また、大量保有報告書の変更報告書に基づき、主要株主の異動を確認したため、

　　2026年１月５日付で臨時報告書（主要株主の異動）を提出しています。

　　なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

　　Be Brave株式会社　保有株券等の数　2,946千株　　株券等保有割合　11.87％



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特になし

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小髙　得央 他の会社の出身者

田中　知加 他の会社の出身者

杉山　清和 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小髙　得央 ○ ―――

　小髙得央氏は、国内外における製造業の経
営に関する経験及び深い見識を有しており、当
社取締役会において客観的な立場で的確な指
導・助言をいただいてまいりました。また経営陣
から独立した存在であり、一般株主との利益相
反問題の回避についての客観的な提言ができ
る人物であると判断しております。

　なお、同氏は当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はなく、また、
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の
利害関係、ならびに当社から多額の報酬等そ
の他の財産上の利益を受けている事実も存在
しないため、十分な独立性が確保されているも
のと考えております。

田中　知加 ○

株式会社ワーク　代表取締役社長

パテック株式会社　代表取締役

　田中知加氏は、国内外における製造業の経
営に関する経験及び深い見識を有しており、当
社取締役会において客観的な立場で的確な指
導・助言をいただいてまいりました。また経営陣
から独立した存在であり、一般株主との利益相
反問題の回避についての客観的な提言ができ
る人物であると判断しております。

　なお、同氏は当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はなく、また、
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の
利害関係、ならびに当社から多額の報酬等そ
の他の財産上の利益を受けている事実も存在
しないため、十分な独立性が確保されているも
のと考えております。



杉山　清和 ○

税理士法人SWATS　代表社員

株式会社宗杉興産　代表取締役

株式会社神戸経営管理センター　取締役

　杉山清和氏は、税理士としての豊富な経験及
び深い見識を有しており、当社の会計及び税
務を踏まえた客観的な視点から当社取締役会
において客観的な立場で適格な指導・助言を
いただけると判断しております。また経営陣か
ら独立した存在であり、一般株主との利益相反
問題の回避についての客観的な提言ができる
人物であると判断しております。

　なお、同氏は当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はなく、また、
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の
利害関係、ならびに当社から多額の報酬等そ
の他の財産上の利益を受けている事実も存在
しないため、十分な独立性が確保されているも
のと考えております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社は、取締役等の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、

「指名・報酬委員会」を設置しております。

　当委員会は、独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長及び独立社外取締役３名の合計４名で構成され、

委員総数の過半数を独立社外取締役とすることとしております。

　なお、委員長は、社外取締役から選定することとしております。

　また、2026年３月期は「指名・報酬委員会」を年間５回開催いたしました。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、重要な事項があれば個別に打ち合わせを行うなど、随時連絡を取っております。また、会計監査の内容について、定期的に説明を受
けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

　内部監査部門である内部監査室は、当社各部署ならびに各子会社への監査時に可能な限り同行するなど、逐一綿密な打ち合わせを行っており
ます。特に子会社への監査時は、監査の範囲が広いことから事前に監査内容について打ち合わせを行い、連携しながら取り組んでおります。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

溝渕　雅男 弁護士

今中　明子 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

溝渕　雅男 ○

共栄法律事務所 弁護士

大阪公立大学法科大学院 特任教授

溝渕雅男氏は、弁護士としての豊富な経験及
び深い見識を有しており、当社業務執行の監
査や適法性確保のために適切な助言、提言を
いただけると判断しております。また経営陣か
ら独立した存在であり、一般株主との利益相反
問題の回避についての客観的な提言ができる
人物であると判断しております。

　なお、同氏は当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はなく、また、
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の
利害関係、ならびに当社から多額の報酬等そ
の他の財産上の利益を受けている事実も存在
しないため、十分な独立性が確保されているも
のと考えております。

今中　明子 ○

今中経営労務事務所 所長

社会保険労務士法人ａｉ労務サポート 代

表社員

今中明子氏は、税理士ならびに社会保険労務
士としての豊富な経験及び深い見識を有してお
り、当社業務執行の監査やコンプライアンス体
制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけ
ると判断しております。また経営陣から独立し
た存在であり、一般株主との利益相反問題の
回避についての客観的な提言ができる人物で
あると判断しております。

　なお、同氏は当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はなく、また、
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の
利害関係、ならびに当社から多額の報酬等そ
の他の財産上の利益を受けている事実も存在
しないため、十分な独立性が確保されているも
のと考えております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社独自の独立性判断基準を策定して

おり、その基準に基づいた独立役員である社外取締役を選任しております。

　また、独立社外取締役の選任に際しては、「指名・報酬委員会」にて人選を重ね、取締役会にて独立した中立な立場で、建設的な意見を展開で

きる人物を候補に選定しております。

　当社独自の独立性基準は以下のとおりです。　

　当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。

１．現在において、次の（１）～（８）のいずれかに該当する者

　　（１）当社の主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者　　

　　（２）当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者　　

　　（３）当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上の２％を超えるもの又はその業務執行者

　　（４）当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者　　

　　（５）当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）　　

　　（６）当社から、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受け

　　　ている組織の業務執行者　　

　　（７）弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から過去３事業年度の平均で1,000万円以上の

　　　金銭その他の財産上の利益を得ている者　　　

　　（８）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去３事業年度の平

　　　均で、その年間連結総売上高の２％以上の支払いを当社から受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）

２．過去３年間のいずれかの時点において、上記（１）～（６）のいずれかに該当していた者

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　役員報酬における業績連動報酬は、現金報酬（賞与）及び譲渡制限付株式報酬としております。

　現金報酬（賞与）については、分配可能な資金として考えられる直近の親会社株主に帰属する当期純利益（連結）を指標とし、「配当」「従業員の
賞与水準」「他社の動向」「中長期業績及び過去の支給実績」などを総合的に勘案のうえ、決定しております。

　また、譲渡制限付株式報酬に関しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以
上に高めることを目的として、導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

全取締役の総額を開示

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

①取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、株主利益と連動した報酬体系としておりま
す。具体的には、月額報酬として支払われる固定報酬及び連結業績の達成度により変動する業績連動報酬によって構成されております。なお、
業務執行に従事しない社外取締役の報酬は、経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、月額報酬のみとしております。

　取締役の月額報酬水準及び業績連動報酬の算定基準ならびに総額等の変更や決定をするにあたり、報酬及び業績連動報酬の水準及び総額
の妥当性ならびに決定プロセスの透明性を担保するために、独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長及び独立社外取締役３名の合計４
名による「指名・報酬委員会」の答申を受けて、取締役会が決定しております。

　さらに毎年「指名・報酬委員会」のなかで、報酬の内容について、上記の決定方針と整合性がとれているか多角的な検討を行っているため、取締
役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

　また、当社の監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。

②月額報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　月額報酬については、外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にし、報酬水準の客観性を確保したうえで、「役割・責任度
合い」ならびに「会社業績への貢献度」に基づいて、職位ごとに月額報酬水準を設定しております。

　月額報酬については中長期的な観点も踏まえ、「担当領域の規模及び複雑性」に加え「会社業績への寄与度」などを含めた役員考課を毎年実
施し、考課結果を勘案のうえで金額を決定することとし、一定のインセンティブとしての機能を設けております。

　ただし、会社業績の著しい悪化等により、通常の方法で算出した報酬額を支給することが妥当でない状況においては、報酬の減額措置を講ずる
ことがあります。

　また、月額報酬のうち、役位ごとに定めた一定額以上を株式累積投資に拠出することとし、この拠出により取得した持分については、在任期間中
の売買を禁止しております。これにより、中長期的に株価上昇へのインセンティブを付与しております。

③業績連動報酬の内容及び額の算定方式の決定に関する方針

　業績連動報酬は現金報酬（賞与）及び譲渡制限付株式報酬とし、現金報酬（賞与）については直近の親会社株主に帰属する当期純利益（連結）
に対し、内規で定められた一定割合をベースとして、「配当」「従業員の賞与水準」「他社の動向」「中長期業績及び過去の支給実績」などを総合的
に勘案のうえ決定し、一定の時期に支給しております。

　また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式
報酬を支給することとし、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案のうえ決定し、一定の時期に支給しております。

　従って、業績連動報酬の支給総額は業績に応じて変動するため、総支給額における業績連動報酬の支給割合については変動いたします。

　なお、親会社株主に帰属する当期純利益（連結）は、当社企業グループにおける最終的な業績結果であり、かつ分配可能な資金として考えてい
ることから同利益を賞与に係る指標の選定理由としており、直近事業年度の実績は３億23百万円となっております。

④取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　当社取締役の報酬限度額は、2008年６月24日開催の第62期定時株主総会において、年額３億50百万円以内（決議当時の取締役：６名）と決議
しております。

　当社監査役の報酬限度額は、2007年６月26日開催の第61期定時株主総会において、年額30百万円以内（決議当時の監査役：３名）と決議して
おります。

　当社取締役（社外取締役を除く。）の譲渡制限付株式報酬限度額は、2026年6月23日開催の第80期株主総会で、年額35百万円以内（決議当時
の取締役（社外取締役を除く。）：3名）と決議しております。

⑤取締役の個人別報酬等の内容決定に係る委任に関する事項

　当社取締役の個人別報酬等の内容決定については、月額報酬及び業績連動報酬において、代表取締役社長美馬成望に一任することを取締役
会で決議しております。

　代表取締役社長に委任する理由は、当社企業グループを取り巻く環境及び経営状況等を最も熟知しており、また各取締役の実績を把握したうえ
で合理的に各報酬額を判断できるためであります。

　なお、支給総額については「指名・報酬委員会」の審議を経たのち、取締役会に上程、決定しております。

　2026年３月期における、当社の取締役に対する年間報酬総額は、149百万円となっております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役については、取締役会事務局である総務部担当役員が中心となり、また社外監査役については常勤監査役が適宜情

報の交換を行い、それぞれサポートしております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

板東　敬三 顧問
経済団体活動、社会貢献活動等
（経営非関与）

非常勤

報酬有
2008/3/31 定めなし

清水　盛明 顧問
当社からの要請に応じた助言（経
営非関与）

非常勤

報酬有
2020/3/31 定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【業務執行】

　原則月１回開催の取締役会及び原則週１回開催の経営会議にて重要事項の決定や審議を行うほか、その他の項目につきましては、

「決裁規程」に基づき必要な決裁手続きを経て、業務の執行を行っております。

　原則月１回開催される取締役会は、代表取締役社長が議長となり、専務取締役１名、常務取締役１名、社外取締役３名、常勤監査役１名、非常
勤監査役１名、社外監査役２名の合計10名で構成され、経営上の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。

　2026年３月期（2025年４月１日から2026年３月31日）の取締役・監査役の取締役会の活動状況につきましては、第80期有価証券報告書にて開示
しております。

　原則週１回開催される経営会議は、代表取締役社長が議長となり、各事業本部の最高執行責任者及び社長が指名した執行役員等で構成され、
取締役会で決定された方針の具体化や複数の事業分野にまたがる課題の対策を協議しております。経営会議の結果は、取締役・監査役をはじめ
必要に応じ社内に報告され、現場の具体的な課題・問題の対応にあたる仕組みとしております。

　2026年３月期（2025年４月１日から2026年３月31日）においては、計43回開催しております。

【監査・監督】

　常勤監査役が原則毎週開催される経営会議に出席し、また、監査役全員が原則毎月開催される取締役会に出席することにより、

重要事項の執行状況の監査・監督を行っております。

　内部監査室は、当社子会社を含め全部署の内部監査を行うことにより、各部署の業務執行状況を具体的かつ個別的に監査・監督しております。

【会計監査の状況】

　(1) 監査法人

　当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、会計監査人に対して正しい経営情報を提供し公正不偏の立場から監
査が実施される環境を整備すると同時に会計監査人は監査役と定期的に会合を持つ等意見を交換し、連携して監査を行っております。

　(2) 業務を執行した公認会計士の氏名及び 監査業務に係る補助者の構成

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、高木秀明氏、濵中愛氏であります。また、当社の会計監査に係る補助者は、

公認会計士14名、その他24名※であります。

　※2026年６月22日現在の状況です。

【取締役の指名】

　経営陣幹部の選任や取締役候補の指名にあたっては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しており、当社の企業理
念を理解・実践し、将来に亘る持続的成長に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えております。

　取締役及び執行役員の選任にあたっては、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計４名で構成される
「指名・報酬委員会」にて審議したのち、取締役会に上程、決定しております。

　また、監査役候補者の指名にあたっては、「指名・報酬委員会」にて審議したのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、決定し
ております。

【取締役・執行役員の報酬決定】



　取締役及び執行役員の報酬は、月額の基本報酬と業績連動報酬により構成しており、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報
酬体系としております。

　業績連動報酬は、現金報酬（賞与）及び譲渡制限付株式報酬としており、現金報酬（賞与）については直近の親会社株主に帰属する当期純利益
（連結）を指標とし、「配当」「従業員の賞与水準」「他社の動向」「中長期業績及び過去の支給実績」などを総合的に勘案のうえ、決定しておりま
す。また、譲渡制限付株式報酬に関しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来
以上に高めることを目的として、導入しております。

　なお、社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、業績連動報酬の支給はありません。

　取締役及び執行役員の報酬については、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を社外取締役とする合計４名で構成される「指名・
報酬委員会」にて審議したのち、取締役会に上程、決定しております。

【責任限定契約】

当社は、会社法第427条第１項及び定款第26条の規定に基づき、社外取締役及び監査役全員との間において会社法第423条第１項の責任につ
き、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号の定める最低責任限度額を限度として、責任を負担する旨を定めた契約を締
結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく適切な業務執行を目的とした執行役員制度を導入することで、
経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図っております。加えて、社外取締役３名と社外監査役
２名の計５名の独立役員を選任し、取締役の業務執行状況の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の確立を図っております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　当社では、株主の皆線が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早
期化に努めております。

　招集通知を法定期日より以前に発送するとともに、発送日の前日までには当社ホーム
ページ「株式情報・株主総会」及び東京証券取引所のホームページ「東証上場会社情報
サービス」に開示を行っております。

集中日を回避した株主総会の設定
　株主総会は株主との対話の場であるとの観点から、より多<の株主が株主総会に出席
できる日程への配慮を行うべきと考えており、総会の日時につきましては、集中日を避け
て設定しております。

電磁的方法による議決権の行使
・2021年６月の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

・2022年６月の定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームを採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供 　招集通知の英文資料の提供を行っております。

その他
　株主を対象として、株主総会の様子についてインターネットによる同時中継を実施してお
ります。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　当社は、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材ならびに
アナリスト・機関投資家向けに決算説明会の開催もしくは決算説明会資料の開
示を適宜行うなど、当社に対する理解を深める機会を提供しております。

なし

IR資料のホームページ掲載
　IR資料として、決算短信（英語版含む）、適時開示資料、有価証券報告書、

四半期報告書、招集通知（英語版含む）、事業報告書及び決算説明会資料
（英語版含む）を当社ホームページ「ＩＲライブラリ」に掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　当社では、経営企画部をIR担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、「コンプライアンス規程」、「ペガサスグループ行動指針」、「インサイダー管理規
程」、「情報セキュリティ・ポリシー」、「個人情報保護規程」、「ＰＬ（製造物責任）委員会規
程」、「販売管理規程」、「購買・外注管理規程」を施行、実施ならびに周知徹底することによ
り、ステークホルダーの立場の尊重に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社企業グループでは、地球の有限性を配慮したうえで、社会・環境問題をはじめとする
サステナビリティをめぐる課題についての積極的な関与を「ペガサスグループ行動指針」で
定め、その考えに基づき、環境保全活動、CSR活動等に取り組んでいます。

　活動の状況については、中期経営計画内で「ペガサス・サスティナブル・プラン」として、E
SGに紐づけた活動を記載しております。

その他 　女性の社外取締役を１名、社外監査役を１名選任しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務執行の法令・定款への適合ならびに業務の

適正を確保するための体制を以下のとおり整備しております。

１． 業務運営の基本方針

当社では、以下を経営基本方針といたします。

　(1) 世界の人々と交流を深め、信頼される企業活動を展開します。

　(2) ペガサス・テクノロジーを究め、世界品質のものづくりを目指します。

　(3) 常にお客様から学び、ニーズを形にし、サービスや情報の提供に最善をつくします。

　(4) 関係先、社員との信頼関係を築き、互いの成長発展のために努力します。

２．取締役の職務執行に係る文書及び情報の保存・管理（会社法施行規則第100条第１項第１号）

　(1) 当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録ならびに取締役が「決裁規程」に基づい

　　　て決定した文書など、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書等管理規程」に

　　　基づき、保存・管理いたします。

　(2) 当社は、情報セキュリティに関する基本方針及び諸規程の整備ならびにパソコン、データ、ネットワ

　　　ーク等、各種情報のインフラに対して内外からの脅威が発生しないよう、適切な保護対策を実施いた

　　　します。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第１項第２号）

　(1) 当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を

　　　構築いたします。

　(2) 不測の事態が発生したときは、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害拡大を防止

　　　する体制を構築いたします。



４．取締役の職務執行の効率性の確保（会社法施行規則第100条第１項第３号）

　(1) 当社は、定例の取締役会を原則毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監

　　　督などを行っていきます。また、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的

　　　に行うために、原則毎週１回、各取締役を含めた経営会議を実施いたします。

　(2) 業務の運営については、中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定すると同時に、予

　　　算と実績の対比を原則毎月１回、取締役会で報告いたします。

５．取締役及び使用人の職務執行の法令・定款適合性の確保（会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条第１項第４号）

　(1) 当社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範

　　　を示した「ペガサスグループ行動指針」に基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行い、取締役

　　　及び使用人が一丸となって法令遵守の徹底や企業倫理の確立に努めていきます。また、コンプライア

　　　ンス体制の充実・強化を推進するため、「コンプライアンス規程」に基づいたコンプライアンス委員

　　　会を設置することで相談・通報体制を確立いたします。

　(2) 業務執行部門から独立した内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を社長及び取締役会に報告すると

　　　ともに被監査部署へフィードバックいたします。

　(3) 当社は、市民社会の秩序ならびに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、所轄官庁

　　　及び関連団体と協力し、その排除に努めるとともに、不当要求等に対しても組織全体で毅然とした態度

　　　で臨むことを徹底いたします。

　(4) 当社は、当社企業グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報

　　　告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行っていきます。その仕組みが適正に

　　　機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びそ

　　　の他関係法令等の適合性を確保する体制を整備いたします。

６．企業集団の業務の適正確保（会社法施行規則第100条第１項第５号）

　(1) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営意思を尊重しつつ、円滑な情報交換とグルー

　　　プ活動を推進するための定期的な報告ならびに重要案件については、事前協議を行っていきます。さ

　　　らに、当社及び各子会社と一体となった「コンプライアンス規程」を子会社ごとに制定し、同時にコ

　　　ンプライアンス推進担当者を設置することで相談・通報体制を確立いたします。

　(2) 当社は、当社が定める「リスク管理規程」その他関連規定を定め、子会社にリスクマネジメントを行

　　　うことを求めるとともに、当社企業グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理いたします。

　(3) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営分析及び指導全般、その他関係会社よりの協

　　　議事項ならびに関係会社の指導、育成上必要と思われる事項を実施し、また、業務の運営については、

　　　中期経営計画及び年度予算を立案し、各部門及び子会社を含めた全社的な目標を設定すると同時に、

　　　重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、各部門及び子会社の経営数値等を原則毎月１回、

　　　取締役会で報告することにより、子会社の取締役等の職務執行の効率性を確保する体制を確立いたし

　　　ます。

　(4) 内部監査室は、各子会社について定期的に内部監査を実施するとともに、主要な子会社については、当

　　　社監査役が監査を行い、業務の適正を確保する体制を確立いたします。

７．監査役の補助使用人（会社法施行規則第100条第３項第１号）

当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおいていませんが、必要に応じて、監査役の業務補助

のための監査役スタッフをおくこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行っていきま

す。

８．監査役の補助使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保（会社法施行規則第100条第３項第２号及び第３号）

当社は、必要に応じて監査役スタッフを設置する場合において、当該監査役スタッフは業務執行上の指揮

命令系統には属さず、監査役の指示命令に従うものといたします。また、必要に応じて内部監査室を中心と

した関係部門がサポートいたします。

９．当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の監査役への報告（会社法施行規則第100条第３項第４号及び第５号）

　(1) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、法令に従い監査

　　　役に報告いたします。また、常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行

　　　状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要

　　　な決裁願及びその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその

　　　説明を求めていきます。

　(2) 当社の監査役は、当社の会計監査人や内部監査室から会計監査や業務監査の内容について説明を受ける

　　　とともに、情報の交換を行うなど連携を図っていきます。

　(3) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害

　　　を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社又は子会社のコンプライアン

　　　ス委員会もしくは当社の子会社を管理する部門へ報告を行い、これらの委員会もしくは部門は当社取

　　　締役、監査役及び取締役会に対して報告を行っていきます。

　(4) 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求め

　　　られたときは、速やかに適切な報告を行っていきます。

　(5) 当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、当該報告をしたこと

　　　を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社企業グループの役員及び従業員に周知徹底

　　　いたします。

10．その他監査の実効性の確保（会社法施行規則第100条第３項第６号及び第７号）

　(1) 監査役は、取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施し、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ

　　　定期的な意見交換ができる体制を確立いたします。

　(2) 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門におい

　　　て審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明し

　　　た場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、市民社会の秩序ならびに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、所轄官庁

及び関連団体と協力し、その排除に努めるとともに、不当要求等に対しても組織全体で毅然とした態度で

臨むことを徹底いたします。その旨を「ペガサスグループ行動指針」に定め、当社の全役員・従業員に

周知徹底しております。

　万が一、事案が発生したときは、顧問弁護士及び警察等と緊密な連携のもと、速やかに対処できる体制を

構築しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は、2026年5月13日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財
務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に規定されるものをいい、以下「基本方針」と
いいます。）を決定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ（２））として、以下の当社株券等に係る大規模買付行為等に関する対応方針（以下「本対応方針」といい
ます。）を導入することを決議いたしました。その後、2026年６月23日開催の第80期定時株主総会において、本対応方針を継続することにつきご承
認をいただき、本対応方針の継続が決定いたしました。継続後の本対応方針の有効期間は、第80期定時株主総会終結後１年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までとなります。基本方針の内容ならびに本対応方
針の目的及び概要は、以下のとおりです。なお、以下において用いる略語は、特に断らない限り、本対応方針の例によります。

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社企業グループの財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理
解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えておりま
す。

当社は、特定の者による当社株券等の大規模買付行為等について、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれ
ば、これを否定するものではなく、かかる大規模買付行為等を受け入れるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様のご意思に基づいて
行われるべきものと考えております。

　しかしながら、株券等の大規模買付行為等のなかには、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす
もの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等の大規模買付行為等の内容等について検
討し又は対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な
条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、大量買付の対象となる会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないも
のも少なくありません。

　当社は、当社企業グループの企業価値の源泉は、当社のお客様からの信頼と当社企業グループのブランド力、独自性のある高品質な製品を世
界中に供給できる当社企業グループのビジネスモデル、当社の従業員、取引先や地域社会等のステークホルダーとの信頼関係等にあると考えて
おります。当社株券等の大規模買付行為等を行う者がこれらの当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるの
でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利
益に資さない大規模買付行為等を行うものは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模
買付行為等に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えて
おります。

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

　（１）本対応方針の目的

　本対応方針は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記に記載した基本方針に沿って導入される
ものです。

当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断についても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・
向上の観点から、最終的には株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そして、株主の皆様が、大規模買付行為等を受け入れるか
否かの判断を十分検討した上で適切に行うためには、当該大規模買付行為等の開始に先だって、株主意思確認総会によって株主の皆様のご意
思を確認する機会を確保することが必要であり、また、かかる意思確認が適切になされるためには、その前提として、大規模買付者からの必要十
分な情報提供及び株主の皆様における検討時間を確保することが必須であると考えております。そのため、大規模買付行為等がなされる場合
に、大規模買付者に対して所要の情報を提供するよう求めるとともに、かかる情報提供を実効性あるものとし、当該情報に基づいて株主の皆様が
当該大規模買付行為等の実行の是非を熟慮されるために要する時間を確保する枠組みとして、本対応方針を導入いたしました。

　以上のとおり、当社取締役会は、大規模買付者に対し、本対応方針に従うことを求めます。また、当該大規模買付者が本対応方針に従わない場
合には、本対応方針に従って株主の皆様の判断を得る機会を確保できるよう、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、一定の対抗措置を講じ
る方針です。

　（２）本対応方針の概要

　①本対応方針に係る手続

　上記のとおり、当社としては、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきも
のと考えておりますので、株主意思確認総会により対抗措置の発動について承認が得られ、かつ、大規模買付行為等が撤回されない場合には、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保を図るため、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、所定の対抗措置を発動することとして
います。

　また、本対応方針は、株主の皆様によるご判断の前提として、大規模買付者に対して所要の情報を提供するよう求め、かかる情報に基づき株主



の皆様が、当該大規模買付行為等がなされることの是非を熟慮されるために要する時間を確保し、そのうえで、株主意思確認総会を通じて、当該
大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関する株主の皆様のご意思を確認することを目的としておりますので、万一、かかる趣旨
が達成されない場合、即ち、大規模買付者が、本対応方針に定める手続を遵守せず、株主意思確認総会を開催する以前に大規模買付行為等を
実行しようとする場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、所定の対抗措置を発動することとしています。

　②独立委員会の設置

　当社は、本対応方針の運用に関して、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客
観性・合理性を担保するため、独立委員会規則に基づき、独立委員会を設置しております。独立委員会は、当社取締役会に対し、対抗措置の発
動の是非その他本対応方針に則った対応を行うにあたって必要な事項について勧告するものとします。当社取締役会は、かかる独立委員会の勧
告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の是非等について判断します。

　なお、独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計
士、税理士その他のアドバイザー等）の助言を得ること等ができるものとします。なお、かかる助言を得るに際して要した費用は、合理的な範囲で
全て当社が負担するものとします。

　独立委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。ただし、独立委員会委員に事故あるとき、ある
いは、その他特段の事情があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。

　③対抗措置としての新株予約権の無償割当ての利用

　上記（1）で述べた対抗措置が発動される場合においては、当社は、非適格者による権利行使は認められない旨の差別的行使条件、及び非適格
者以外の株主が所有する新株予約権については当社普通株式を対価として取得する一方、非適格者が所有する新株予約権については一定の
行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項等が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいま
す。）を、新株予約権無償割当て（会社法第277条ないし第279条）の方法により、当社の全ての株主の皆様に対して割り当てることとなります。

　④当社による本新株予約権の取得

　本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、当社による本新株予約権の取得と引換えに、非適格者以外の株主の皆様に対して
当社株式が交付される場合には、非適格者の有する当社株式の議決権割合は、一定程度希釈化されることとなります。

本対応方針の詳細については、以下の当社ホームページよりご参照ください。

HOME＞IR情報＞株式情報・株主総会

第80期定時株主総会招集ご通知

https://www.pegasus.co.jp/ja/ir/pdf/syosyu_20260623.pdf

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――








